




 
調査票

秋田市しあわせづくり市民意識調査 
 
 
 
 
 

住みごこちについて 
 

問１　あなたは、秋田市のすみごこちをどのように感じていますか。次の中から１つ選んで番号を記入してく

ださい。

１ 住みやすい                  ２ どちらかといえば住みやすい    ３ どちらともいえない 
４ どちらかといえば住みにくい  ５ 住みにくい 

 
問２　あなたは、秋田市に住んでいて次のことについてどのように感じていますか。それぞれについて○をつ

けてください。

 
 

１ 道路の整備状況は １ ２ ３ ４ ５ 
２ まちのにぎわいは １ ２ ３ ４ ５ 
３ 公園や緑地、街路樹など緑の豊かさは １ ２ ３ ４ ５ 
４ まちなみなどの景観は １ ２ ３ ４ ５ 
５ 観光地としての魅力は １ ２ ３ ４ ５ 
６ 産業や雇用の状況は １ ２ ３ ４ ５ 
７ 経済・学術交流などの国際化の進みぐあいは １ ２ ３ ４ ５ 
８ 大雨、地震など自然災害への安全性は １ ２ ３ ４ ５ 
９ 防犯への取り組みは １ ２ ３ ４ ５ 
10 バス、電車などの利用しやすさは １ ２ ３ ４ ５ 
11 冬期の除雪については １ ２ ３ ４ ５ 
12 買い物のしやすさは １ ２ ３ ４ ５ 
13 食の安全・安心は １ ２ ３ ４ ５ 
14 高齢者・障害者の生活のしやすさは １ ２ ３ ４ ５ 
15 子どもの育てやすさは １ ２ ３ ４ ５ 
16 病院などの医療機関の利用しやすさは １ ２ ３ ４ ５ 
17 健康診断や予防接種などの受けやすさは １ ２ ３ ４ ５ 
18 ごみの収集・処理やリサイクルへの取り組みは １ ２ ３ ４ ５ 
19  環境保全への取り組みは １ ２ ３ ４ ５ 
20 町内会など自治活動の状況は １ ２ ３ ４ ５ 
21 ＮＰＯ・ボランティア活動など市民活動のしやすさは １ ２ ３ ４ ５ 
22 レジャー・娯楽などレクリエーションのしやすさは １ ２ ３ ４ ５ 
23 各種講座やサークルなど生涯学習のしやすさは １ ２ ３ ４ ５ 
24 スポーツ活動のしやすさは １ ２ ３ ４ ５ 
25 文化・芸術活動のしやすさは １ ２ ３ ４ ５ 
26 女性の社会参加のしやすさは １ ２ ３ ４ ５ 
27 市民の市政参加のしやすさは １ ２ ３ ４ ５ 
28 市役所の窓口サービスは １ ２ ３ ４ ５ 
29 広報あきたなど市政情報の得やすさは １ ２ ３ ４ ５ 
30 ホームページを使った市民サービスは １ ２ ３ ４ ５ 
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秋田市の施策について
 

問３　秋田市の施策について

 
①　秋田市が行っていることの中で、あなたはどのような面に力を入れて欲しいと思いますか。次の中から

５つまで選んでください。

 
 
 
１ 道路交通網の整備    18 子育て支援 
２ バス路線の維持    19 乳幼児医療・児童福祉 
３ 冬期の除雪     20 健康づくり・医療・保健衛生 
４ 中心市街地のにぎわい創出   21 防犯・防災対策 
５ 公営住宅の供給    22 消費者問題対策 
６ 上水道、下水道の整備    23 小・中学校の教育環境整備 
７ 美しい景観づくり    24 大学など高等教育環境の整備 
８ 公園整備や緑化の推進    25 生涯学習環境の整備 
９ 環境保全対策     26 青少年の健全育成 
10 ごみ処理やリサイクル対策    27 スポーツ振興 
11 ＩＴ基盤整備     28 芸術・文化振興 
12 商工業の振興や地元経済の活性化  29 住民自治やコミュニティの振興 
13 雇用対策     30 ＮＰＯ・ボランティア活動などの市民活動促進 
14 観光振興     31 男女共生の推進 
15 農林水産業の振興    32 市民への広報、広聴の充実 
16 高齢者福祉     33 その他(             ) 
17 障害者福祉 

 
②　その中で、あなたが一番力を入れて欲しいと思うものはどれですか。

 
 
 

市民協働について 
 

問４　これからの市と市民による公共サービスの役割分担について、あなたの考えに近いものに○をつけてく

ださい。

 
  

  
 

 
 

１ 地域の道路の管理 ・枝払い、草刈、側溝清掃、花プランターの
設置など １ ２ ３ ４ 

２ 地域の公園や街路樹の管理 ・公園内の草取り、植栽の管理など １ ２ ３ ４ 
３ 環境活動 ・ごみの減量化、リサイクルの推進、環境意

識啓発活動など １ ２ ３ ４ 

４ 自宅周辺の除排雪  １ ２ ３ ４ 
５ 里地・里山の保全 ・枝払い、下刈、間伐、自然観察会など １ ２ ３ ４ 
６ 高齢者の生活支援 ・一人暮らし高齢者の見守り、声かけなど １ ２ ３ ４ 
７ 障害者の生活支援 ・巡回、介助など １ ２ ３ ４ 
８ 地域での子育て支援 ・児童館の管理や児童クラブの運営、育児サ

ポートなど １ ２ ３ ４ 

９ 健康増進活動 ・地域での健康づくり教室や勉強会の開催な
ど １ ２ ３ ４ 

10 防災活動 ・災害等に対応できる地域の体制づくりなど １ ２ ３ ４ 
11 公衆トイレの維持管理 ・トイレ美化、トイレットペーパー補充など １ ２ ３ ４ 
12 地域の文化財の管理・活用 ・史跡、建造物等文化財の管理、見学者への

説明など １ ２ ３ ４ 

13 地域の公共施設の維持管理 ・コミュニティセンター等の利用者受付、施
設清掃、鍵の管理など １ ２ ３ ４ �����



 
問５　ＮＰＯ・ボランティア活動などの市民活動について
 
①　あなたは、ＮＰＯ・ボランティア活動などの市民活動に関心がありますか。
 
    １ 関心がある      ２ ある程度関心がある         ３ どちらともいえない 
    ４ あまり関心がない     ５ 関心がない  
 
②　あなたは、ＮＰＯ・ボランティア活動などの市民活動に参加していますか。
 
１ 積極的に参加している      ２ ときどき参加している      ３ 参加したことがある 
４ 参加したことがない 

 
　③　①で１から４と答えた方におたずねします。あなたが実際に行っている、または、関心があるＮＰＯ・

ボランティア活動の分野はどれですか。次の中から３つまで選んでください。
 
１ 保健・医療・福祉の増進   10 男女共生社会の形成促進 
２ 社会教育の推進    11 子どもの健全育成 
３ まちづくりの推進    12 情報化社会の発展 
４ 学術・文化・芸術・スポーツの振興  13 科学技術の振興 
５ 環境の保全     14 経済活動の活性化 
６ 災害救援     15 職業能力の開発、雇用機会の拡充支援 
７ 地域安全     16 消費者の保護 
８ 人権擁護、平和の推進    17 その他(              ) 
９ 国際協力  

 
④　あなたは、ＮＰＯ・ボランティア活動などの市民活動を行っている団体への寄付についてどう思いますか。
 
  １ 寄付してもよい    ２ どちらかというと寄付してもよい 
３ どちらかというと寄付したくない  ４ 寄付したくない 

 
問６　秋田市における市民協働について

【市民協働とは】 
日常生活における様々な課題に対し、市民自らも主体となって市と共通の目的をもって解決にあたる仕
組みであり、「市民と市がともに考え、ともにつくり、ともに実行していく姿」です。 
 
①　秋田市は、上記のような市民協働型社会の実現をめざしています。このことをどう考えますか。
 
１ 推進すべき               ２ ある程度推進すべき         ３ どちらともいえない 
４ あまり推進すべきでない    ５ 推進すべきでない 

 
　②　①で１または２と答えた方におたずねします。市民協働型社会推進のために、秋田市が取り組むべきこ

とは何ですか。次の中から３つまで選んでください。

 
 
１ 市政情報の積極的な提供         ５ 市民と市の意見交換の場の設定 
２ 職員の意識改革など、市役所の体制整備  ６ しあわせづくり秋田市民公聴条例の一層の促進 
３ 市民活動促進のための支援        ７ 市民の協働意識の醸成 
４ 市の業務における他の団体との協力促進  ８ その他(              ) 
と業務委託の検討 

 
③　秋田市は、市民協働を推進することにより、次のような公共サービスの変化を期待していますが、あな

たはどう思いますか。あなたの考えに近いものに○をつけてください。
 

     

１ 市の組織や財政がスリム化する １ ２ ３ ４ 
２ 地域の課題を地域で解決できる １ ２ ３ ４ 
３ 市民の多様なニーズに対応できる １ ２ ３ ４ 
４ 市が住民ニーズを的確に把握できるようになる １ ２ ３ ４ 
５ 市政運営に市民の意見が的確に反映される １ ２ ３ ４ 
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④　秋田市は、市民協働を推進することにより、市民の暮らしや意識が次のように変わることを期待してい

ますが、あなたはどう思いますか。あなたの考えに近いものに○をつけてください。

 

     

１ 市政に関心をもつ市民が増える １ ２ ３ ４ 
２ 市民が秋田市の現状をこれまで以上に知ることが 
できる １ ２ ３ ４ 

３ 地域住民同士の連携が強くなる １ ２ ３ ４ 
４ 地域の枠にとらわれない市民同士の連携が強くな
る １ ２ ３ ４ 

５ 市民活動に参加する市民が増える １ ２ ３ ４ 
 
 
 

都市内地域分権について
 

問７　秋田市における都市内地域分権について

 
【都市内地域分権とは】 
 市民に身近な行政サービスを身近な場所で提供することや、地域の課題は一定程度地域で解決できる体
制づくりを行うことです。合併により市域が拡大した秋田市にとって、その推進は、まさに直面する課題
です。今後、その拠点施設として、東部・西部・南部・北部・中央・河辺・雄和の７地域へ（仮称）市民
サービスセンターを配置することとしています。 
 
①　秋田市は、上記のような都市内地域分権の実現に取り組んでいます。このことをあなたは知っていまし

たか。

１ 知っている  ２ ある程度知っている  ３ 言葉は知っている 
４ 知らない 

 
②　このような秋田市の取り組みをあなたはどう思いますか。

 
１ 推進すべき   ２ ある程度推進すべき ３ どちらともいえない 
４ あまり推進すべきではない ５ 推進すべきではない 

 
③　秋田市は、都市内地域分権を推進することにより、次のような公共サービスの変化を期待していますが、

あなたはどう思いますか。あなたの考えに近いものに○をつけてください。

 

     

１ 市の組織や財政がスリム化する １ ２ ３ ４ 
２ 地域の課題を地域で解決できる １ ２ ３ ４ 
３ 市民の多様なニーズに対応できる １ ２ ３ ４ 
４ 市が住民ニーズを的確に把握できるようになる １ ２ ３ ４ 
５ 市政運営に市民の意見が的確に反映される １ ２ ３ ４ 
 
④　秋田市は、都市内地域分権を推進することにより、市民の暮らしや意識が次のように変わることを期待

していますが、あなたはどう思いますか。あなたの考えに近いものに○をつけてください。

 

     

１ 市政に関心をもつ市民が増える １ ２ ３ ４ 
２ 市民が秋田市の現状をこれまで以上に知ることが 
できる １ ２ ３ ４ 

３ 地域住民同士の連携が強くなる １ ２ ３ ４ 
４ 地域の自主性・独自性が高まる １ ２ ３ ４ 
５ 市民活動に参加する市民が増える １ ２ ３ ４ �����



 

行政サービスについて
 

問８　公共施設の利用料について

 
①　公共施設の維持管理費用には、市が負担する部分と利用料などの形で利用者が負担する部分があります。

市が負担するということは、その施設を利用する・しないに関わらず、税金という形ですべての市民が、

費用を負担しているということです。

市の負担と利用者の負担のありかたは、施設の性格や利用内容によって異なるものと思いますが、あな

たは次の施設の場合、どう考えますか。あなたの考えに近いものに○をつけてください。

 

    
 
 

 
 

１ 温泉などの保養施設 １ ２ ３ ４ ５ 
２ キャンプ場 １ ２ ３ ４ ５ 
３ 体育館 １ ２ ３ ４ ５ 
４ グラウンド １ ２ ３ ４ ５ 
５ テニスコート １ ２ ３ ４ ５ 
６ プール １ ２ ３ ４ ５ 
７ 会議室や和室などの集会施設 １ ２ ３ ４ ５ 
８ 調理室、工作室などの実習・研修施設 １ ２ ３ ４ ５ 
９ ホールなどのステージ施設 １ ２ ３ ４ ５ 
10 音楽などの練習室 １ ２ ３ ４ ５ 
11 美術館、博物館 １ ２ ３ ４ ５ 
12 動物園 １ ２ ３ ４ ５ 
13 駐車場、駐輪場 １ ２ ３ ４ ５ 
14 市民農園 １ ２ ３ ４ ５ 
15 斎場 １ ２ ３ ４ ５ 
 
②　公共施設の利用料の負担のありかたは、基本的にどうあるべきだと思いますか。

 
１ 市が全額負担      ２ 市が多く負担      ３ 市と利用者が均等に負担 
４ 利用者が多く負担    ５ 利用者が全額負担 

 
問９　将来、市民ニーズの多様化や少子・高齢社会の進行などにより、現在の行政サービスを維持することが

困難になった場合、その状況の中でも秋田市において優先して行う必要があると考える項目はどれですか。

５つまで選んでください。

 
 
  

１ 道路交通網の整備    18 子育て支援 
２ バス路線の維持    19 乳幼児医療・児童福祉 
３ 冬期の除雪     20 健康づくり・医療・保健衛生 
４ 中心市街地のにぎわい創出   21 防犯・防災対策 
５ 公営住宅の供給    22 消費者問題対策 
６ 上水道・下水道の整備    23 小中学校の教育環境整備 
７ 美しい景観づくり    24 大学など高等教育環境の整備 
８ 公園整備や緑化の推進    25 生涯学習環境の整備 
９ 環境保全対策     26 青少年の健全育成 
10 ごみ処理やリサイクル対策   27 スポーツ振興 
11 ＩＴ基盤整備     28 芸術・文化振興 
12 商工業の振興や地元経済の活性化  29 住民自治やコミュニティの振興 
13 雇用対策     30 ＮＰＯ・ボランティア活動などの市民活動促進 
14 観光振興     31 男女共生の推進 
15 農林水産業の振興    32 市民への広報、広聴の充実 
16 高齢者福祉     33 その他(             ) 
17 障害者福祉 �����



 

あなたご自身について
 

問10　最後に、あなたご自身のことについて伺います。それぞれ該当する番号を記入してください。

①　あなたの性別は。

  １ 男   ２ 女 
 
②　あなたの年齢は。（平成17年１０月１日現在の満年齢）

 
     １ 20 歳未満    ２ 20 歳～29 歳    ３ 30 歳～39 歳    ４ 40 歳～49 歳 
     ５ 50 歳～59 歳    ６ 60 歳～69 歳    ７ 70 歳以上 
 
③　あなたのお住まいは。

          
   ※旧秋田市は大字単位、旧河辺・雄和町は、旧町村単位となっています。
 

      
68 岩見三内 
69 和田 
70 戸島 
 
 
 

1  大町 
2  旭北 
3  旭南 
4 川元 
5 川尻 
6 山王 
7 高陽 
8 保戸野 
9  泉(JR線西側) 
10 千秋 
11 中通 
12 南通 
13 楢山 
14 茨島 
15 八橋

16 東通 
17 手形 
18 手形(字) 
19 手形山 
20 泉(JR線東側) 
21 旭川 
22 新藤田 
23 濁川 
24 添川 
25 山内 
26 仁別 
27 広面 
28 柳田 
29 横森 
30 桜 
31 桜ガ丘 
32 桜台 
33 大平台 
34 下北手 
35 太平

36 新屋 
37 勝平 
38 浜田 
39 豊岩 
40 下浜

41 牛島東 
42 牛島西 
43 牛島南 
44 卸町 
45 大住 
46 仁井田 
47 御野場 
48 御所野 
49 四ツ小屋 
50 上北手 
51 山手台

52 寺内 
53 外旭川 
54 土崎港中央 
55 土崎港東 
56 土崎港西 
57 土崎港南 
58 土崎港北 
59 土崎港その他 
60 将軍野東 
61 将軍野南 
62 将軍野その他 
63 港北 
64 飯島 
65 金足 
66 下新城 
67 上新城

71 川添 
72 種平 
73 戸米川 
74 大正寺 

 

 
④　同居している家族は。

 
     １ 単身         ２ 夫婦のみ        ３ 親子（２世代）        ４ 親・子・孫（３世代） 
     ５ その他 
 
⑤　あなたは、秋田市にお住まいになって、通算して何年くらいになりますか。

 
     １ 30 年以上    ２ 20 年～29 年    ３ 10 年～19 年    ４ ５～９年    ５ ５年未満 
 
⑥　あなたの出身地はどこですか。

 
     １ 秋田市内    ２ 秋田市以外の秋田県内    ３ 秋田県外 
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（設置） 
第１条 新秋田市総合計画策定の基礎資料となる秋田市しあわせづくり市民意識調査
（以下「市民意識調査」という。）を適正に実施するため秋田市しあわせづくり市民
意識調査委員会（以下「調査委員会」という。）を設置する。 

 
（所掌事務） 

第２条 調査委員会は、次の事務を所掌する。 
(1) 市民意識調査の実施に関すること。 
(2) 市民意識調査結果の分析、総括に関すること。 
(3) その他、目的達成上必要な事項に関すること。 
 
（委員） 

第３条 調査委員会は、市長が委嘱する委員１０名以内及び分析委員２名、顧問若干
名をもって組織する。 

２ 委員の任期は、委嘱の日から平成１８年３月３１日までとする。 
３ 委員の任期終了前に調査委員会の目的が達成された場合は、その時点で委嘱を解
く。 

 
（委員長等） 

第４条 調査委員会に委員長を置き、委員の中から互選する。 
２ 調査委員会に副委員長を置き、委員長が指名する。 
３ 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。 
４ 委員長に事故ある場合においては、委員長があらかじめ指名する委員がその職務
を代理する。 

 
（会議） 

第５条 調査委員会の会議は、市長が招集し、委員長が議長となる。 
 
（事務局） 

第６条 調査委員会に事務局を置き、事務局員は、企画調整部企画調整課、総務部総
務課、財政部財政課および企画調整部市民協働・地域分権推進室の職員をもって充
てる。 

２ 事務局の庶務は企画調整課において処理する。 
 
（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営その他に関し必要な事項は、委員
長が別に定める。 

 
 
   附 則 
１ この要綱は、平成 17 年８月８日から施行する。 �����



（50 音順、敬称略）

 ◎池 村 好 道 〔秋田大学副学長、秋田大学教育文化学部教授〕
 ○木 村 一 裕 〔秋田大学工学資源学部教授〕
  小 西 知 子 〔あきたＮＰＯコアセンター理事長〕
  賢 木 新 悦 〔北東北広域連携推進協議会会長〕
  佐々木 久 長 〔秋田大学医学部助教授〕
  佐 藤 裕 之 〔市民協働推進プロジェクト市民委員会委員長〕
  蒔 田 明 史 〔秋田県立大学生物資源科学部助教授〕
  渡 部  毅  〔秋田経済法科大学法学部助教授〕

◎委員長  ○副委員長

（50 音順、敬称略）

  石 沢 真 貴 〔秋田大学教育文化学部助教授〕
  折 田 仁 典 〔秋田工業高等専門学校環境都市工学科教授〕

（50 音順、敬称略）

  伊 藤 憲 一 〔秋田市地域振興参与〕
  名古屋  昇  〔秋田市地域振興参与〕

  木 内 鑛 生 〔秋田市企画調整部長〕
  多 田 正 明 〔秋田市企画調整部政策調整主幹〕
  高 橋 善 健 〔秋田市企画調整部企画調整課長〕
  菅 原  真  〔秋田市総務部総務課長〕
  石 谷 雄 一 〔秋田市財政部財政課長〕
  佐 藤 佐太幸 〔秋田市企画調整部市民協働・地域分権推進室長〕
  山 田 裕 之 〔秋田市企画調整部企画調整課長補佐〕
  納 谷 信 広 〔秋田市企画調整部企画調整課主席主査〕
  藤 原 健 一 〔秋田市企画調整部企画調整課主査〕
  栗 林 律 人 〔秋田市企画調整部企画調整課主査〕
  藤 原  守  〔秋田市企画調整部企画調整課主事〕
  山 上 利香子 〔秋田市企画調整部企画調整課主事〕
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